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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】平成31年1月31日(2019.1.31)

【公開番号】特開2018-23195(P2018-23195A)
【公開日】平成30年2月8日(2018.2.8)
【年通号数】公開・登録公報2018-005
【出願番号】特願2016-151756(P2016-151756)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｍ   3/155    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｍ    3/155    　　　Ｃ
   Ｈ０２Ｍ    3/155    　　　Ｗ

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月12日(2018.12.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　制御部４は、主として、制御回路１０とＦＥＴ駆動部１２とを備える。制御回路１０は
、例えばＭＣＵ（Micro Controller Unit）として構成されており、各種演算処理を行う
ＣＰＵ１０Ａと、アナログ電圧をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器１０Ｂと、パルス
発振器１０Ｃとを備える。更に、制御回路１０には、ＲＯＭ、ＲＡＭなどの半導体記憶手
段によって構成される記憶部（図示は省略）なども設けられている。Ａ／Ｄ変換器１０Ｂ
には、後述する電圧検出回路１６Ａ，１６Ｂ、電流検出回路１８などから出力される各電
圧値が入力される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　制御部４において、制御回路１０は、デューティを決定する機能、及び決定したデュー
ティのＰＷＭ信号を生成し出力する機能を有しており、具体的には、ｎ個の電圧変換部Ｃ
Ｖ１，ＣＶ２…ＣＶｎのそれぞれに対するＰＷＭ信号を生成し、出力する。例えば、定常
出力状態において、ｎ個の電圧変換部ＣＶ１，ＣＶ２…ＣＶｎを全て駆動する場合、制御
回路１０は、位相が２π／ｎずつ異なるＰＷＭ信号を生成し、ｎ個の電圧変換部ＣＶ１，
ＣＶ２…ＣＶｎのそれぞれに出力する。図１の例のように多相変換部２が４個の電圧変換
部ＣＶ１，ＣＶ２，ＣＶ３，ＣＶ４によって構成されていれば、制御部４からそれぞれに
対して位相が２π／４ずつ異なるＰＷＭ信号が与えられる。制御回路１０は、パルス発振
器１０Ｃで生成されるパルス信号を利用し、演算処理で算出されるデューティのＰＷＭ信
号を公知の方法で生成する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００７７】
（１）実施例１では、降圧型の多相コンバータを例示したが、昇圧型の多相コンバータで
あってもよく昇降圧型の多相コンバータであってもよい。また、降圧型、又は昇圧型、若
しくは昇降圧側の単相コンバータであってもよい。
（２）実施例１では、ｋを１～ｎの自然数とし、各相のローサイド側にスイッチ素子ＳＢ
ｋを設けたが、接地電位にアノードが接続されたダイオードに置き換えることが可能であ
る。また、スイッチ素子ＳＡｋ，ＳＢｋは、Ｐチャネル型のＭＯＳＦＥＴであってもよく
、バイポーラトランジスタ等の他のスイッチ素子であってもよい。
（３）実施例１における一次側電源部９１や二次側電源部９２はあくまで一例であり、公
知の様々な蓄電手段を適用することができる。
（４）実施例１における入力側や出力側の接続構成はあくまで一例であり、いずれの例に
おいても、様々な装置や電子部品を入力側導電路６や出力側導電路７に電気的に接続する
ことができる。
（５）実施例１では、図１において４つの電圧変換部ＣＶ１，ＣＶ２，ＣＶ３，ＣＶ４が
並列に接続された４相構造の電源装置１を代表例として例示したが、電圧変換部の数は４
未満の複数であってもよく、５以上の複数であってもよい。
（６）制御部４は、制御回路１０に入力された出力側導電路７の電圧値（検出電圧値）と
、出力電圧の目標値（目標電圧値）とに基づき、出力電圧を目標電圧値に近づけるように
公知のＰＩＤ制御方式によるフィードバック演算を行うとともに各電圧変換部ＣＶに与え
る制御量（デューティ比）を決定してもよい。
（７）実施例１では、保護回路１４Ａは、入力側導電路６に過電流が発生した時又は過電
圧が発生した時のいずれの場合でも、多相変換部２の動作を停止させる保護動作を行い得
る構成であったが、過電流発生のみ保護動作を行う構成であってもよく、過電圧発生時に
保護動作を行う構成であってもよい。
（８）実施例１では、保護回路１４Ｂは、出力側導電路７に過電流が発生した時又は過電
圧が発生した時のいずれの場合でも、多相変換部２の動作を停止させる保護動作を行い得
る構成であったが、過電流発生のみ保護動作を行う構成であってもよく、過電圧発生時に
保護動作を行う構成であってもよい。
（９）実施例１では、図７の処理において、多相変換部２を構成する複数の電圧変換部Ｃ
Ｖを１つずつ個別に動作させ、個別に異常を判定する例を示したが、図７の処理において
、多相変換部２を構成する複数の電圧変換部ＣＶを複数個ずつ（例えば、２個ずつ）動作
させてもよい。複数の電圧変換部ＣＶを複数個ずつ動作させる場合において、いずれか複
数個の組を動作させているときに出力電圧が異常範囲又は出力電流が異常範囲となった場
合、その組を異常と判定するようにしてもよい。このような複数個（複数相）ずつの異常
判定は、ＩＧオフ後の異常診断においても、ＩＧオン後の再診断においても行うことがで
きる。
（１０）実施例１では、制御部４にＩＧオフ信号が入力されたことが所定の動作停止条件
である例を示したが、車両の使用が終了することを特定し得る条件であればよい。例えば
、ＣＡＮ通信などの車内通信が停止することが所定の動作停止条件であってもよい。
（１１）実施例１では、制御部４にＩＧオン信号が入力されたことが所定の動作開始条件
である例を示したが、車両の使用が開始することを特定し得る条件であればよい。例えば
、ＣＡＮ通信などの車内通信が開始することが所定の動作開始条件であってもよい。
（１２）実施例１では、車両動作停止時に図３及び図５の制御を実行する例を示したが、
いずれかの制御を省略してもよい。
（１３）実施例１では、検出回路部を構成するＡ／Ｄ変換器１０Ｂに対して自己診断機能
を実行させ、その結果に基づいて検出回路部の故障を判定する例を示したが、この例に限
定されない。例えば、診断動作又は再診断動作として、所定の基準電圧生成回路によって
生成された基準電圧を入力側導電路６又は出力側導電路７に入力し、そのときにＡ／Ｄ変
換器１０Ｂによって変換されたデータが示す値が所定の正規範囲内である場合に正常と判
定し、そうでない場合に故障と判定するような方法を用いてもよい。
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（１４）実施例１では、保護回路の一例を示したが、保護回路は上述した例に限られない
。例えば、入力側導電路６及び出力側導電路７のそれぞれに各導電路を通電状態と非通電
状態に切り替え得る保護用のスイッチ（半導体スイッチ素子や機械式リレーなど）を設け
、過電流や過電圧の発生時にこれらスイッチをオフ動作させるような保護回路であっても
よい。この場合、診断動作や再診断動作は、保護用のスイッチ素子をオンオフさせるよう
な動作であってもよい。例えば、ＩＧオフ信号の入力時に、制御回路１０が入力側導電路
６に設けられた保護用のスイッチをオフ動作させる診断動作を行い、オフ動作した場合（
例えば入力側導電路６に電流が流れない場合）には、正常と判定し、オフ動作しなかった
場合には故障と判定するような方法であってもよい。故障と判定された場合には、ＩＧオ
ン信号の入力時に同様の方法で再診断動作を行い、スイッチの異常を判定すればよい。こ
のような診断動作、再診断動作は、多相変換部２を駆動しながら行うことができる。同様
に、ＩＧオフ信号の入力時に、制御回路１０が出力側導電路７に設けられた保護用のスイ
ッチをオフ動作させる診断動作を行い、オフ動作した場合（例えば出力側導電路７に電流
が流れない場合）には、正常と判定し、オフ動作しなかった場合には故障と判定するよう
な方法であってもよい。故障と判定された場合には、ＩＧオン信号の入力時に同様の方法
で再診断動作を行い、スイッチの異常を判定すればよい。
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